
令和４年５月１日号 2021

令
和
４
年
度
本
庄
市
住
ま
い

る
応
援
金
の
ご
案
内

　

本
庄
市
住
ま
い
る
応
援
金
は
、

市
外
か
ら
転
入
し
た
若
い
世
代
の

マ
イ
ホ
ー
ム
取
得
を
応
援
す
る
制

度
で
す
。

　
今
年
度
分
に
つ
い
て
、
こ
の
５

月
に
住
宅
の
所
有
者
の
名
義
で
初

め
て
当
該
住
宅
の
固
定
資
産
税
課

税
明
細
書
が
発
行
さ
れ
た
、
対
象

者
向
け
の
申
請
受
付
を
開
始
し
ま

す
。

　
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
住
宅
所

有
者
（
ま
た
は
配
偶
者
）
の
年
齢
、

本
庄
市
へ
の
転
入
状
況
や
住
宅
の

取
得
状
況
等
、
対
象
要
件
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

交�

付
金
額　
基
本
額
20
万
円
（
加

算
要
件
に
該
当
す
る
と
最
高

43
万
円
）

申�

請　
５
月
２
日
㈪
か
ら
令
和
５

年
２
月
28
日
㈫
ま
で
に
申
請
書

類
を
郵
送
ま
た
は
直
接
広
報
課

（
市
役
所
３
階
）
へ

※
詳
し
く
は
、
申
請
書
類
（
広
報

課
で
配
付
）
及

び
市

を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

★�

広
報
課
☎
25
‐
１
６
１
４

が
ん
検
診
（
個
別
検
診
）
変

更
の
お
知
ら
せ

　
飯
塚
内
科
産
婦
人
科
（
栄
１
丁

目
）で
の
が
ん
検
診（
個
別
検
診
）

が
、
次
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま

す
。

実�

施
す
る
検
診　
胃
が
ん
リ
ス
ク

（
Ａ
Ｂ
Ｃ
）
検
診
、
前
立
腺
が

ん
検
診
、
大
腸
が
ん
検
診

※
子
宮
頸
が
ん
検
診
は
実
施
し
ま

せ
ん
。

　
子
宮
頸
が
ん
検
診
を
希
望
す
る

方
は
、
送
付
し
た
受
診
券
に
同
封

の
お
知
ら
せ
に
記
載
し
て
い
る
他

の
医
療
機
関
に
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

★�

健
康
推
進
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー

内
）
☎
24
‐
２
０
０
３

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

調
査
を
実
施

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
す
べ

て
の
住
宅
で
設
置
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、
消
防

職
員
が
お
宅
を
訪
問
し
、
設
置
状

況
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

期
間　
５
月
９
日
㈪
～
29
日
㈰

対�

象　
市
内
の
住
宅
（
無
作
為
抽

出
に
よ
る
）

調�

査
方
法　
玄
関
先
ま
た
は
イ
ン

タ
ー
ホ
ン
越
し
に
よ
る
聞
き
取

り
調
査

調�

査
内
容　
住
宅
用
火
災
警
報
器

に
つ
い
て
次
の
①
～
③
を
調
査

①
住
宅
へ
の
設
置
の
有
無

②�

設
置
し
て
い
る
場
合
、
場
所
及

び
経
過
年
数

③�

点
検
（
稼
働
確
認
）
の
実
施
と

結
果

◎�

不
適
正
な
訪
問
販
売
、
電
話
勧

誘
等
に
ご
注
意
を

　
消
防
署
や
市
の
職
員
が
お
宅
を

訪
問
し
て
、
住
宅
用
火
災
警
報
器

や
消
火
器
を
販
売
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

★�

児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
予
防

課
☎
24
‐
８
３
９
２

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

説
明
会

日�

時　
６
月
７
日
㈫
、
17
日
㈮　

午
後
２
時
～
４
時

会
場　
本
庄
商
工
会
議
所

対
象　
事
業
者

定
員　
各
30
名
（
先
着
順
）

申
込　
電
話
で
左
記
へ

★
本
庄
税
務
署
法
人
課
税
部
門

☎
22
‐
２
１
１
２

５
月
は
自
動
車
税
種
別
割
（
埼

玉
県
税
）
の
納
期
で
す

　
埼
玉
県
の
自
動
車
税
種
別
割
は
、

次
の
納
付
方
法
が
利
用
で
き
ま
す
。

・�

金
融
機
関

・�

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

・�

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

（
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
、
ａ
ｕ
Ｐ

Ａ
Ｙ
、
フ
ァ
ミ
ペ
イ
、
楽
天
銀

行
ア
プ
リ
）

・�

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

・�

ペ
イ
ジ
ー
納
付
（
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
）

　
納
付
期
限
は
５
月
31
日
㈫
で
す
。

忘
れ
ず
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

★�

自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎

０
５
７
０
‐
０
１
２
‐
２
２
９

５
月
１
日
～
６
月
30
日
は
「
不

正
大
麻
・
け
し
撲
滅
運
動
」

期
間
で
す

　
大
麻
の
使
用
は
有
害
で
、
不
正

栽
培
・
所
持
は
犯
罪
で
す
。
ま
た
、

「
け
し
」
に
は
法
律
で
栽
培
が
禁

止
さ
れ
て
い
る
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

特
に
大
麻
は
、「
海
外
で
は
合

法
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
害
が
な

い
」
な
ど
と
い
っ
た
誤
っ
た
情
報

が
流
さ
れ
、
若
年
層
へ
の
乱
用
の

拡
大
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
正
し
い
情
報
を
知
り
、
自
分
の

身
を
守
り
ま
し
ょ
う
。
大
麻
や
栽

培
し
て
は
い
け
な
い
「
け
し
」
を

見
つ
け
た
場
合
は
、
保
健
所
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

★�

本
庄
保
健
所
☎
22
‐
６
４
８
１

地
域
課
題
の
解
決
を
目
指
す

起
業
者
の
皆
さ
ん
へ

　
県
で
は
、
人
口
減
少
が
進
む
市

町
村
に
お
い
て
、
地
域
課
題
の
解

決
を
目
指
し
て
起
業
す
る
方
に
、

埼
玉
県
起
業
支
援
金
に
よ
る
補
助

を
行
っ
て
い
ま
す
。

補�

助
額　
対
象
経
費
の
２
分
の
１

（
上
限
２
０
０
万
円
）

公�

募
期
間　
５
月
31
日
㈫
午
後
５

時
ま
で
（
必
着
）

採�

択
・
交
付
決
定　
７
月
中
旬

※
申
込
等
、
詳
し
く
は
左
記
へ
。

★�

創
業
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
支
援
セ
ン
タ

ー
埼
玉
☎
０
４
８
‐
７
１
１
‐

２
２
２
２

本
庄
特
別
支
援
学
校
高
等
部

作
業
学
習
見
学
の
お
知
ら
せ

　
知
的
障
害
の
あ
る
生
徒
が
学
ぶ

特
別
支
援
学
校
で
の
作
業
学
習
見

学
を
通
し
て
、お
子
さ
ん
の
入
学・

転
学
等
に
つ
い
て
考
え
、
本
校
の

教
育
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る

機
会
と
し
て
く
だ
さ
い
。

日�

時　
６
月
14
日
㈫
、
15
日
㈬　

午
前
９
時
45
分
～
正
午

対�

象　
中
学
３
年
生
ま
た
は
中
学

校
を
卒
業
し
た
方
で
、
特
別
支

援
学
校
へ
の
入
学
を
希
望
ま
た

は
検
討
し
て
い
る
生
徒
及
び
保

護
者

内
容　
作
業
学
習
の
見
学

申
込　
各
中
学
校
に
配
布
す
る
申

　
込
用
紙
を
左
記
へ

★�

県
立
本
庄
特
別
支
援
学
校

☎
24
‐
３
７
４
７

「
職
業
的
自
立
」
に
悩
む
方
や

家
族
の
た
め
の
利
用
説
明
会

　
仕
事
経
験
の
な
い
方
や
対
人
関

係
に
悩
み
を
抱
え
る
方
に
対
し
、

専
門
家
に
よ
る
個
別
相
談
や
セ
ミ

ナ
ー
、
職
場
体
験
を
通
し
て
就
労

に
つ
な
げ
る
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て

い
ま
す
。

日�

時　
５
月
28
日
㈯
・
６
月
25
日

㈯
・
７
月
23
日
㈯　
午
後
１
時

30
分
～
４
時

会�

場　
深
谷
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
（
深
谷
市
西
島
４
‐

２
‐
61　
ウ
エ
ス
ト
ビ
ル
２
Ｆ
）

対�

象　
15
歳
か
ら
49
歳
ま
で
の
職

に
就
い
て
い
な
い
方
及
び
そ
の

家
族

費
用　
無
料

申�

込　
各
開
催
日
の
１
週
間
前
ま

で
に
左
記
へ

★�

深
谷
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
☎
０
４
８
‐
５
７
７
‐
４

７
２
７
（
平
日
午
前
９
時
～
午

後
５
時
）

◎ホームページバナー広告随時募集中！
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　        ★広報課☎25-１１５５

　埼玉県内の年間救急出動件数は約32万７千件
（令和２年）。これは「約１分半に１回」、県内の
どこかで救急車が出動している、ということです。
　一方で搬送者の約半数が入院を必要としない軽症
という現状もあり、この中には本来、救急車を利用
する必要がなかった人もいる可能性があります。
　現在、新型コロナウイルス感染症の影響で、救急
医療機関への入院調整が切迫した状況です。搬送先
が決まらない搬送困難事案も多数発生しています。
　救急車を呼ぶべきか、病院に行くべきか、迷ったと
き、まずは埼玉県救急電話相談をご利
用ください。
○埼玉県救急電話相談
　＃７１１９（24時間対応） 県 市

救急車の適正利用をお願いします
★児玉郡市広域消防本部警防課☎24-８３９１

市

くらしの情報 Station

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉 ☆ あきらめていませんか！！

障害年金を

倉倉田田和和子子

病気やけがのために日常生活や仕事に

障害者手帳をお持ちの方、ぜひ一度

ご相談ください。 （初回相談 無料）

障害年金の専門家 社会保険労務士
連絡先 本庄市西五十子
ＴＥＬ ０８０－１２４２－７６９６

支障があり 歳未満に初診日がある方、

脇島正法律事務所
埼玉弁護士会所属 弁護士 脇島 正

予約制 受付時間：平日 ～

〒 本庄市早稲田の杜
からも予約できます

収入のない方も安心してご相談ください
法テラス制度を利用することで負担なく弁護士に依頼できます

夜間・土日
応相談

初回相談料無料


